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マイナンバー登録の流れ

1.概要

令和3年10月開始のオンライン資格確認に伴い、協会では、加入者のマイナンバーを収集し、協会が保有する資格情報とマイナンバー

を紐づけし、中間サーバー（社会保険診療報酬支払基金）に登録している。

2.資格情報とマイナンバーの紐づけの流れ

（１）一般被保険者の場合

事業所 日本年金機構

中間サーバー
（社会保険診療報酬支払基金）

被保険者がマイナンバーを事業所に提出し、事業所は、資格取得届にマイナンバーを記載し、日本年金機構に提出する。日本年金機構では、J-LIS

照会（※）を実施し、マイナンバーを確認した後、協会に連携する。協会では、資格情報とマイナンバーを紐づけし、中間サーバーに連携する。

（※）住民基本台帳ネットワークを活用してマイナンバーや住民票情報を照会する仕組み

被保険者

資格取得届

協会けんぽ

マイナンバーを提出

マイナンバーを連携

マイナンバーと資格情報を

紐づけして連携

マイナンバーを提出
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（２）一般被扶養者の場合（マイナンバーで扶養条件を確認する場合）

被保険者が被扶養者のマイナンバーを事業所に提出し、事業所は、異動届にマイナンバーを記載し、日本年金機構に提出する。日本年金機構では、

J-LIS照会を実施し、マイナンバーを確認した後、協会に連携する。協会では、資格情報とマイナンバーを紐づけし、中間サーバーに連携する。

事業所 日本年金機構

中間サーバー
（社会保険診療報酬支払基金）

被保険者

異動届

協会けんぽ

マイナンバーを提出

マイナンバーを連携

マイナンバーと資格情報を

紐づけして連携

マイナンバーを提出

被扶養者

マイナンバーを確認
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（３）一般被扶養者の場合（添付書類で扶養条件を確認する場合）

事業所は、異動届を日本年金機構に提出する（異動届にマイナンバーを記載している場合としていない場合両方が存在する）。日本年金機構では、

添付書類で扶養条件を確認し、異動届にマイナンバーが記載されていれば、マイナンバーを協会に連携する。協会では、日本年金機構からマイナン

バーが連携されてこなかった場合、J-LIS照会を実施し、マイナンバーを取得後、日本年金機構から連携されてきたマイナンバーと併せて、資格情報

とマイナンバーを紐づけし、中間サーバーに連携する。

事業所 日本年金機構

中間サーバー
（社会保険診療報酬支払基金）

被保険者

異動届

協会けんぽ

異動届を提出

異動情報を連携

マイナンバーと資格情報を

紐づけして連携

マイナンバーを提出

被扶養者

マイナンバーを確認

（４）任意継続被保険者（被扶養者）の場合

被保険者

協会けんぽ

中間サーバー
（社会保険診療報酬支払基金）

マイナンバーを提出
マイナンバーと資格情報を

紐づけして連携（※）

任意継続被保険者取得届（異動届）に記載されたマイナンバーを資格情報と紐づけして、中間サーバーに連携する。

（※）一般加入時のMNと相違ないか

チェックしている
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令和５年６月29日
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協会注：協会では、事業主から提出される資格取得届等のうち、出生直後の新生児など、やむを得ず個人番号の記載がないものについては、厚生労働省の事務処理要領
に従い、４情報（カナ氏名、生年月日、性別、住所）によるJ-LIS照会を行ってきた。
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